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2022年3月26日
兵庫県産科婦人科学会 医療安全講習会

「紛争の初期対応について」_

白水法律事務所 弁護士
京都府立医科大学 医学生命倫理学 客員教授

鵜飼万貴子

_

自己紹介 と 本日の目的

紹介

弁護士

病院・医師側の代理人として、医療事故における、
患者側からの紛争解決

本日の目的

法的紛争の流れを知る

裁判所、弁護士の考え方（医療過誤の認定）を知る

早期解決か、徹底抗戦か、判断できるようになる
（基本的な医療過誤法の考え方を知る） 2

実際の事例

治療行為が奏功せず、後遺障害
が生じた。

医師は、合併症の範囲内と考えて
いたが、患者から、「医療ミスではな
いか」「なんで治療費を払わなアカン
ねん！」と激しく言われる。

3

その後のリカバリーの治療に関してもす
ごまれた。

医師は、「とりあえず今までの治療費を
返します。その後も、費用は不要です」と
言い、それまでの治療費を返還した
（カルテにもその医師の説明を記載）。

その後、数年、無償で治療行為を継続。
4

無償治療の継続中も、「まだ良くならないの
か」「この治療もおかしいのでは」等言われ、
「もう続けられない。どうすればいいのか」と
考え、知人に相談。

知人 「治療費を請求しないのは、保険診療
上もマズイよ。行政の指導や監査も入る。す
ぐに今までの診療費は請求した方が良い」と
アドバイスを受ける。 ※これ自体は正しい指摘。

5

アドバイス通り、そのまま、「請求書」と
題して 「患者様に御請求しないと、当院
も行政上指導が入りますので、今までの
治療費をお支払い下さい」と、返還した
治療費も含めて請求。

患者が激高。
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何が悪かったのか？

賠償金を支払うべき場合とは？

患者に出す文章はそれでよかったのか？

7
8

前提となる法律的な考え方

8

紛争全体のイメージ図

裁判

調停・ADR

弁護介入で交渉

弁護士なしで交渉・終了
9

裁判は
氷山の一角！

10

医療ミスとは？

結果が悪かった ＝ 医療ミスではない。

準委任契約

開設者医師

医療機関

患 者

医療水準に従って
最善の注意を払っ
て診療を行う

11

民事「損害賠償」請求の要件

• 「過失」 = 「注意義務違反」 （通常の場合）
–事故発生が予想できたか （予見可能性）

–事故を避けることができたか （回避可能性）

• 「因果関係」
–医療者の行為によってその結果が生じたのか
ある事実（医療ミス）が特定の結果発生（患者の死）を招いた高度の蓋然性が
あると，一般の人が疑いを持たない程度に真実だと確信を持てること

• 「損害」の発生 （例：死亡，障害）
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医
療
水
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過失

• 結果が悪くても，「過失」（＝ミス）がない場合
は，法的には医療過誤ではない（法的責任を
負うことはない）。 ｃｆ.合併症，副作用

• ただ「合併症」と主張するだけでは足りず、
裁判所が「仕方なかった」と思う心証形成が
必要

–最高裁：「医療慣行と医療水準は違う」

12
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13

医療の特殊性（前向き・後ろ向き）

14

因果関係

• ミスがあった場合にすべて責任を
負う（＝損害賠償を払わなくてはな
らない）わけではない。

• ミス（過失）と結果との間に，因果
関係があった場合のみ，支払いの
対象となる。

14

15

民事 損害賠償請求 訴訟
（裁判の仕組み）

黒色

法律上の請求の仕組み

請求原因

「○○病院は、患者に１億円支払え」

主張

「○○病院には～過失がある」

証拠

例：カルテ

証拠

例：文献

主張

「因果関係もあ
る」

証拠

例：文献16

債務不履行責任・不法行為責任

主張・立証しなくてはいけないこと

過失 予見・回避可能性

因果関係 高度の蓋然性

損害 障害

17

証拠

証拠

証拠

法律家（裁判官）の判断の仕方
（主張と証拠）

• 弁護士が書く書面は「主張」にすぎない
• 認定するためには原則として裏付け（証拠）
が必要

• どんなに真実の主張でも，裏付けがない主張
は裁判所は認定できない

• 例外
– 当事者に争いのない事実, 公知の事実 18
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裁判所が判断の拠り所とするもの

• カルテ ◎
–当時作成。本件事案に基づいている。

• ガイドライン ◎
– 客観的。 どの治療を説明すればよいのか。標準医療とは。

• 添付文書 ◎
– 客観的。 重大な副作用の説明

• 鑑定（裁判所が依頼） ◎
– 客観的，本件に基づく

• 一般的な医学文献 ○
• 過去の類似判決 ○

• 私的意見書（当事者が依頼） △
• 医師，看護師ら当事者の陳述書 ▽
• これら当事者の証言 ▽

• 世論，経験則 20
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裁判官が考える理想の説明
－「判例にみる医師の説明義務」 藤山裁判官編集 から－

• （*未破裂脳動脈瘤の予防クリッピング手術の場合）
– 放置した場合の年間破裂率（1%～2%）
– くも膜下出血を起こした場合の危険性
– クリッピング手術の内容
– クリッピング手術の合併症として死亡することもあること
– 合併症の発生率が少なくとも2%以上あること
等を数値を明示して患者に説明した上で

• 上記を記入した複写式の説明専用用紙を準備し
• 日付に患者に説明した日を記入し
• 患者の受領印欄を設けて
• １枚を患者に，残り１枚をカルテに貼り付けて保存
• 説明時には，上記用紙に囲い，書き込み等付加 29

30
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実際にクレームをいただいたら

31

患者さんからの責任追及があったら

• 医学的な問題には真摯に対応（答える）

– 本当に責任があるかは不明。よく検討した上で。

–主張が撤回されると、患者の不信感が強まる
• 客観的な事実のみ答える
• 場合によっては医学的判断は留保する

• 「責任を取れ」「治療費を返せ」
–法的問題（損害賠償請求）
–顧問弁護士（医療事故対応）、歯科医師賠償責
任保険等の機関に連絡 32

裁判外も賠償責任保険
は使用できる

ただ賠償問題のみ。

32

初期対応

医師賠償責任保険

33
34

自分が入っている保険を把握する

• 日本医師会 保険（A会員）
• 県保険医協会 団体医師賠償責任保険

• 学会保険
• 同窓会保険
• 保険会社（損保ジャパン、東京海上等）保険

• 保険の種類
–医療上の事故
–医療施設の事故

37

支払われない部分（日医保険）

• 日医保険の場合，請求額が１００万円を超え
るものについて適用がある

• １００万円は日医保険の免責金額になってい
る（その分は、他の保険に入ることが多い）

– 患者に１０００万円損害賠償金を支払わなくて
はならない場合，日医保険から出される金額は，
９００万円（ ＝ 損害賠償額 １０００万－免責金
額 １００万）

38

※大阪府医師会 HPより
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41

カバーされる範囲

• 裁判にならなくてもＯＫ

–ただし，示談する場合は，示談する前に，保険機
関との密接な連絡が必要

• 弁護士費用も払ってもらえる

–ただし，保険機関の事前の承諾が必要

42

43

事故報告書に記載するべきこと

1. 初診時の状況
2. 初診時より身体障害発生までの経過
3. 身体障害発生の状況とその原因
4. 身体障害発生後の医療上の処置

1. 転医後の経過
5. 患者の転帰
6. 解剖

1. 解剖を奨めた医療側の氏名

7.患者側のクレーム内容
① 方法
② 最初にクレームのあった日
③ 内容
④ 相手方弁護士
⑤ 訴訟等の見込み

8.患者のクレームに対する反論・見解
9. 事故の背景・要因 44

当院にミスはない！

ただ早期解決は希望する。

だから、保険金、
出して！

医師賠償
責任保険

医事関係訴訟事件の終局区分別
（例年いつも同様）

45

判決, 31.50%

和解, 52.40%

放棄, 
0.20%

認諾, 
0.10%

取下, 4.60%
その他, 
11.10%

判決

和解

放棄

認諾

取下

その他

•早期に示談・和解で
解決すべき事案か、

•裁判になっても
最後まで争うか、

•医療側の見極めが重要
46
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示談の重要性

• 和解（裁判後）、示談（裁判前）は、医師のミス
を認めたものか？

↓
• 和解調書・示談書には、「○○のミス」とは書
かれない

• 過誤については玉虫色のまま、金銭的解決
をして、紛争を早期解決するのが和解・示談

47 48

和解・示談のメリット

• 裁判前なら、裁判化しない。
• 裁判後なら、上訴されない

– 和解は、その成立時で、紛争が終局的に解決。

– 判決は、高裁・最高裁・差戻審・・・と、年単位
（場合によっては、十数年～数十年）

• 過失は不明のことが多い
– 判決は、「○○の過失があった」と明記される。

• 患者側にも（一定の）納得感
49

カルテ開示の方法

1 任意のカルテ開示

2 裁判所の「証拠保全」
（現在はあまりない）

50

51

本人へのカルテ開示（1）

• 個人情報の観点から，患者本人はカルテを
閲覧，コピー依頼ができる。

• 個人情報保護法は，識別される個人の数
（例：患者さん）が ５０００名を超えない事業
者は対象外だが，厚労省の「医療・介護関係
事業者における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイドライン」は，いずれの医療事業
者にも，厚労省ガイドラインを遵守すること努
力を求めている。

51
52
52
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53
54

55
55

56

カルテ開示

• 本人が申し立ててきた場合は，適切に開示する。
• 厚労省の指針では，本人が原則で，代理人の場合
も，親族等の法定代理人に限っている。

• 弁護士が代理で申し立ててきたときは注意
– 本人の意思か
– 範囲は
– 確認をどうするか

• しかし，それが得られた場合は，拒否すると証拠保
全（裁判所がやってくる）を行われることもある。≒
自分が被告となる。

56

カルテでよく問題になる事案

• 異常がないために記載がないとき（腹部所見を調
べたが異常がないとき・・・結果的に縫合不全で腹
膜炎だった）

• 丁寧に説明をしていても記載がない。

• ある治療・転院が必要だと診断し，何回も受けるよ
うに言ったが，患者は拒否。
– それを受けるように言った記録がない。遺族は「どうして
それを受けるように言わなかったのか。言っても，説明が
たりなかったのではないか」等主張する

• 看護記録と医師記録が異なる。（看護記録の方が
臨場感にあふれて悪化しているように見える）

• 機材で打印される時刻と，実際の時刻が異なる（Ｃ
ＴＧ，心電図，検査データ・・・・）。

57

カルテに記載すべきでないこと

• 現にクレームが出され将来の紛争が予想される場
合，「事務方がこう対応しろと言った」とか「保険会
社・弁護士がこう言えと言った」（損害賠償額，責任
を認めるか認めないか）等，診療に無関係なことを
カルテに書く

• 患者及び患者の家族の様子を「主観を交えて」記載
する

– 家族の様子についてあまりに頁を取って記載していた公
立病院に「人権侵害」

58
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まとめ

• 争うべき事案は争い、そうではない案件は
早期解決

• 検討時には、ガイドライン、文献等と、カルテ
との照合

• 法的紛争になりそうな場合は
自分だけで抱え込まず

専門家・機関の手も借りる

59

ご清聴ありがとうございました。
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